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　大切なご家族のご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます。
　新発田市では、ご遺族の皆さまが必要な手続きを分かりやすく進めていただけるよう、ガイ
ドブックを作成いたしました。お手続の一助となれば幸いです。

おくやみ総合窓口の利用について

　おくやみ総合窓口では、市役所の各種手続きについて、窓口を移動することなく１か所で完
了することができます（新発田市に住民登録をされていた方が対象です）。
　予約制となりますので、ご利用の際は、事前にインターネット又は電話でご予約いただき、
ご予約日に本庁舎１階市民生活課へお越しください。
　なお、おくやみ総合窓口を利用せず、予約なしで各窓口で手続いただくこともできます。
※�豊浦支所・紫雲寺支所・加治川支所での手続きを希望される場合は、事前に電話で各支所へ
お問い合わせください。

おくやみ総合窓口（市民生活課）
【インターネット予約】
　受付時間：24時間
　URL
　https://apply.e-tumo.jp/city-shibata-niigata-u/reserve/
　offerList_detail?tempSeq=24232
【電話予約】
　電話番号：0254-22-3030
　受付時間：午前８時 30分から午後５時（祝日を除く月曜日から金曜日まで）

おくやみ手続きナビの利用について

　スマートフォンやパソコンから、必要な手続きを簡単に把握できる「おくやみ手続きナビ」
をぜひご利用ください。亡くなられた方についての質問にお答えいただくこ
とで手続きの場所や必要な持ち物、窓口のご案内をしています。
URL　https://www.okuyaminavi.net/municipalities/15206

戸籍や住民票（除票）が必要な場合

　戸籍は、新発田市に戸籍がある場合、死亡届出日の４～５日後（土日祝日を除く）、住民票（除
票）は、死亡届出日の翌日の午後から交付できます。どちらも、休日や他市町村に死亡届を提
出した場合は、１週間～ 10日程度かかる場合があります。

　　住民票　　　　　　　　　　　　　１通　３００円
　　戸籍謄本　　　　　　　　　　　　１通　４５０円
　　戸籍抄本　　　　　　　　　　　　１通　４５０円
　　除籍全部事項証明（除籍謄本）　　 １通　７５０円
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来庁時の持ち物について

手続によって異なりますが、以下のものは必要なことが多いので、お持ちください。
詳しくは、６ページ以降をご確認ください。

亡くなられた方の必要なもの

□　年金証書、年金機構発行の振込みはがきまたは年金手帳

□　国民健康保険・後期高齢者医療の資格確認書（交付を受けている方）

□　介護保険被保険者証、介護保険負担割合証（介護認定のある方）

□　身体障害者手帳、療育手帳

ご遺族の方の必要なもの

□　来庁される方の本人確認書類（有効期限のあるものは、期限内のものに限る。）

□　１点で本人確認できる書類（顔写真付きに限る）

　　マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、
　　障害者手帳　等

□　２点で本人確認できる書類

　　�健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、�
医療受給者証、年金手帳　等

　　※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

□　認印

□　預貯金通帳（相続人代表及び喪主、年金請求者）

※�死亡に伴う年金手続きや戸籍・住民票・税に関する証明書の請求を代理の方が行われる
場合は委任状が必要になりますので、29ページの委任状を作成のうえご利用ください。
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト

区分 □ 該当事項 詳細ページ

住
民
登
録

□ 世帯主が亡くなられた

P.6□ 印鑑登録をしていた

□ マイナンバーカード・個人番号通知カード・住民基本台帳カードを持っていた

保
険

□ 国民健康保険に加入していた
P.7

□ 後期高齢者医療保険に加入していた

年
金 □ 各種年金に加入または受給していた P.8

税
金

□ 市税の納付が済んでいない P.9

□
固定資産を持っていた（所有権移転登記が済んでいない）
または市民税、軽自動車税が課税されていた　

P.10

□ 原動機付自転車（125cc 以下）・小型特殊自動車を所有していた P.11

介
護
保
険

□ 65歳以上または介護認定を受けていた
P.12

□ 介護保険料について

福
祉
（
高
齢
者
）

□ 寝たきり高齢者等おむつ購入助成券を利用していた

P.13
□ 緊急通報装置を使用していた

□ 認知症高齢者見守り事業を利用（登録）していた

□
緊急告知 FMラジオの被貸与者
（75歳以上の１人暮らしで貸与を希望された方）

福
祉
（
障
が
い
）

□ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた

P.14□ 障害児福祉手当を受給していた

□ 特別障害者手当を受給していた

□ 特別児童扶養手当を受給していた P.15

□ 自立支援医療受給者証を利用して通院していた P.16

□ 心身障害者扶養共済制度を利用していた P.16-
P.17

□ 重度心身障害者医療費の助成を受けていた
P.18

□ 福祉タクシー券を利用していた

該当事項をご確認いただき、
詳細ページを参照してください

4

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

各
種
手
続
き

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き



区分 □ 該当事項 詳細ページ

福
祉
（
障
が
い
）

□ 人工透析等通院費助成を利用していた
P.18

□ 児童通所施設を利用していた

□ 障害福祉サービスを利用していた

P.19

□ 移動支援等サービスを利用していた

□ 重度心身障害者等紙おむつ購入助成券を利用していた

□ NHK放送受信料の免除を受けていた

□ 有料道路 ETC割引を受けていた

子
ど
も

□ 児童手当を受給していた
P.20

□ 児童扶養手当を受給していた

□ 子ども医療費受給者証を交付されていた
P.21

□ ひとり親家庭等医療費助成受給者証を交付されていた

□ 養育医療券を交付されていた

P.22□ 子育て応援カードを交付されていた

ペ
ッ
ト

□ 犬を飼っていた

上
下
水
道

□ 上下水道を使用していた

P.23□ 下水道事業受益者負担金を納付中や支払い猶予を受けている

□ し尿くみ取り式のトイレを使用していた

建
築
物

□ 中規模以上の共同住宅等を所有または管理していた

P.24
森
林
所
有

□ 森林を所有していた

農
業 □ 農地を所有していた

そ
の
他

□ 市税等を口座振替で納付していた
P.25

□ 水道料金を口座振替で納付していた（阿賀野市給水区域）
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１．住民登録に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

世帯主が
亡くなられた 世帯主変更

□ �来庁される方の本人確
認書類

　 �（運転免許証、マイナン
バーカード等）

□ �委任状（別世帯の方が
手続きする場合）

同一世帯
の方 なし

市民生活課
窓口係
☎ 0254-
28-9100

印鑑登録を
していた 不要 なし ー なし

マイナンバー
カード・個人
番号通知カー
ド・住民基本
台帳カードを
持っていた

不要
（住民基本台帳
カードについ
てはお問合せ
ください）

なし ー なし
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２．保険に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

国民健康保険
に加入してい
た

資格確認書
の返却

□ �亡くなられた方の国民健
康保険資格確認書（交付
を受けている方）

どなた
でも可 なし

保険年金課　
国保賦課係
☎ 0254-
28-9310

葬祭費の
申請

□ 葬祭執行者の預貯金通帳
□ �振込先が葬祭執行者と別

世帯の場合は、委任欄の
記入・押印が必要です。

□ �葬祭執行者が親族以外の
場合、葬祭執行を証明す
る書類（会葬礼状 ･葬祭
領収書など）が必要です。

葬祭
執行者

葬祭を行っ
た日の翌日
から２年間

保険年金課　
国保給付係
☎ 0254-
28-9311

相続人
申立書の
提出

□ 相続人の預貯金通帳 相続人 ２年間以内

後期高齢者医
療保険に加入
していた

資格確認書
の返却

□ �亡くなられた方の後期高
齢者医療資格確認書（交
付を受けている方）

どなた
でも可 なし

保険年金課　
高齢者医療・
年金係
☎ 0254-
28-9312

葬祭費の
申請

□ �葬祭執行者の印鑑・預貯
金通帳

□ �振込先が葬祭執行者と別
の場合は、委任欄の記入・
押印が必要です。

□ �葬祭執行者が親族以外の
場合、葬祭執行を証明す
る書類（会葬礼状 ･葬祭
領収書など）が必要です。

葬祭
執行者

葬祭を行っ
た日の翌日
から２年間

相続人
申立書の
提出

□ 相続人の印鑑
□ 相続人の預貯金通帳 相続人 ２年間以内
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３．年金に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

各種年金に加
入または受給
していた

必要な手続きの確
認・国民年金受給
者死亡届・未支給
年金の請求・遺族
基礎年金の請求・
寡婦年金の請求・
国民年金死亡一時
金の請求

お問い合わせ
いただいた際
に、必要書類
等についてご
案内します。

ー ー

保険年金課　
高齢者医療・年金係
☎ 0254-28-9312
または
新発田年金事務所
☎ 0254-23-2128
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４．税金に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

市税の納
付が済ん
でいない 

納付 □ �納税通
知書 相続人

納税通知
書に記載
の納期限
まで

【市民税に関すること】 
税務課　市民税係 
☎ 0254-28-9321 
 
【固定資産税に関すること】 
税務課
固定資産税家屋係 
☎ 0254-28-9322 
固定資産税土地係 
☎ 0254-28-9323 
 
【軽自動車税に関すること】 
税務課　管理係 
☎ 0254-28-9320 
 
【納付状況に関すること】 
税務課　収納係 
☎ 0254-28-9300 

口座振替停止
※�振替口座の変更
については、「14.
その他の手続」を
ご参照ください。

なし 相続人 なし

未納の確認 なし 相続人 なし
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４．税金に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

固定資産を
持っていた
（所有権移転
登記が済ん
でいない）
または市民
税、軽自動
車税が課税
されていた

相続人代
表者指定
（ 変 更 ）
届兼固定
資産現所
有者申告
書の提出

【法定相続人の
方が相続される
場合】
□ �相続関係が

わかる書類

【法定相続人以
外の方が相続さ
れる場合】
□ �遺言書の写

し等

相続人代
表者とな
る方

相続が発生し
た年内
※�郵送で相続
人代表者指
定（変更）
届兼固定資
産現所有者
申告書が届
いた方は約
１か月以内

【固定資産税に関すること】
税務課
固定資産税土地係、
固定資産税家屋係
☎ 0254-28-9323
☎ 0254-28-9322
管轄の法務局
新潟地方法務局新発田
支局
☎ 0254-24-7101
【市民税に関すること】
税務課　市民税係 　
☎ 0254-28-9321
【軽自動車税に関すること】
税務課　管理係　
☎ 0254-28-9320 

未登記家
屋所有者
変更届出
書の提出

□ �新たに所有
者になる方
の本人確認
書類

□ �相続関係が
わかる書類
（遺産分割協
議書の写し
等）

新たに所
有者とな
る方
（相続人
代表者）

相続が発生し
た年内

税務課　
固定資産税家屋係
☎ 0254-28-9322
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

原動機付自転
車（125cc 以
下）・小型特
殊自動車を所
有していた

相続人
への名義
変更

□ �標識交付証明書
□ �手続き者の本人

確認書類

①相続人の方
②�相続人とご同居の
ご家族の方

③その他の方
※�③の方が手続きさ
れる場合には、相
続人からの名義変
更に関する委任状
が必要となります。

亡くなら
れた日か
ら 15 日
以内

税務課　
管理係
☎ 0254-
28-9320

廃車の
手続き

□ �標識（ナンバー
プレート）

□ �標識交付証明書
□ �手続き者の本人

確認書類

①相続人の方
②�相続人とご同居の
ご家族の方

③その他の方
※�③の方が手続きさ
れる場合には、相
続人からの廃車に
関する委任状が必
要となります。

亡くなら
れた日か
ら１か月
以内
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５．介護保険に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

65歳以上また
は介護認定を
受けていた

被保険者証
の返却

□ 介護保険被保険者証
□ �介護保険負担割合証�
（お持ちの方のみ）

□ �介護保険負担限度額認定証
（お持ちの方のみ）

□ �社会福祉法人等利用者負担
軽減確認証�
（お持ちの方のみ）

□ �新発田市介護サービス利用
者負担額助成認定証�
（お持ちの方のみ）

相続人 なし 高齢福祉課
介護保険係
☎ 0254-
28-9201

介護保険料に
ついて

相続人
申立書の
提出

□ 相続人の預貯金通帳 相続人 ２年間
以内
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６．福祉（高齢者）に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

寝たきり高齢者
等おむつ購入助
成券を利用して
いた 

寝たきり高齢
者等紙おむつ
購入助成券の
終了届と、紙
おむつ購入助
成券の返却

□ �亡くなられ
た方の紙お
むつ購入助
成券

おむつ購入
をしていた
ご家族等

年度内
高齢福祉課
高齢福祉係
☎ 0254-
28-9200

緊急通報装置を
使用していた 

緊急通報装置
の中止届 なし 相続人

借用物ですの
で、遅延が無
いようお願い
いたします。

認知症高齢者見
守り事業を利用
（登録）していた

利用中止の
届出 なし どなたでも

可 なし

高齢福祉課
長寿支援係
☎ 0254-
28-9202

緊急告知 FM ラ
ジオの被貸与者
（75歳以上の１人
暮らしで貸与を希
望された方）

返却の届出 □ �ラジオ本体
及び付属品

どなたでも
可 すみやかに

高齢福祉課
高齢福祉係
☎ 0254-
28-9200
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

身体障害者手
帳、精神障害
者保健福祉手
帳、療育手帳
を交付されて
いた 

手帳の返還

□ �亡くなられた方
の身体障害者手
帳、精神障害者
保健福祉手帳ま
たは療育手帳

どなた
でも可 なし

社会福祉課
障がい支援
企画係
☎ 0254-
28-9223

障害児福祉手
当を受給して
いた 

障害児福祉手当資
格喪失届の提出
（未払い分がある
場合は未支払障害
児福祉手当請求書
の提出） 

□ 印鑑
□ �未払い分がある

場合は、相続人
の振込口座のわ
かるもの

親族 死亡日から
14日以内

特別障害者手
当を受給して
いた 

特別障害者手当資
格喪失届の提出
（未払い分がある
場合は未支払特別
障害者手当請求書
の提出）

□ 印鑑
□ �未払い分がある

場合は、相続人
の振込口座のわ
かるもの

親族 死亡日から
14日以内

７．福祉（障がい）に関する手続き
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

特別児童扶養
手当を受給し
ていた 
【保護者が亡く
なられた場合】

特別児童扶養手
当受給者死亡届
の提出
（�未払い分があ
る場合は特別
児童扶養手当
未支払手当請
求書の提出、
受給資格が継
続する場合は
認定請求書の
提出）

□ �受給者の死亡を確
認できる書類

　 �（受給者変更のため
戸籍謄本を提出す
る場合は省略可）

□ �未払い分がある場
合は、相続人の振
込口座の通帳写し

□ �受給資格が継続す
る場合は、認定請
求者の戸籍謄本、
振込口座の通帳の
写し

□ 印鑑

親族 すみやかに 社会福祉課
障がい支援
企画係
☎ 0254-
28-9223

【児童が亡くな
られた場合】

特別児童扶養手
当資格喪失届
（または額改定
届）の提出 

□ 印鑑 親族 すみやかに
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

自立支援医療受
給者証を利用し
て通院していた 

自立支援医
療受給者証
（更生医療・
精神通院・
育成医療）
の返還

□ �亡くなられた方
の自立支援医療
受給者証

　 �（更生医療・精神
通院・育成医療）

どなたでも可 すみやかに

社会福祉課
障がい支援
企画係
☎ 0254-
28-9223

心身障害者扶養
共済制度を利用
していた
【掛金を支払っ
ていた方が亡く
なられた場合】

死亡・重度
障 害 届 出
書、年金支
給請求書の
提出

□ �亡くなられた方
の死亡診断書

□ �亡くなられた方
の住民票

□ �年金を受給する
方の住民票

□ �年金を受給する
方の振込口座の
わかるもの

□ �年金を受給する
方の印鑑

年金を受給す
る方または、
年金管理者

すみやかに

７．福祉（障がい）に関する手続き
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

心身障害者扶
養共済制度を
利用していた
【心身障害者
扶養共済制度
の年金受給予
定者が亡くな
られた場合】

死亡・重度障
害届、弔慰金
支給請求書の
提出

□ �亡くなられた方
の住民票

□ �掛金を支払って
いた方の住民票

□ �掛金を支払って
いた方の振込口
座のわかるもの

□ 加入者の印鑑

制度加入者 すみやかに

社会福祉課
障がい支援
企画係
☎ 0254-
28-9223【心身障害者

扶養共済制度
の年金を受給
していた方が
亡くなられた
場合】

死亡・重度障
害届の提出 なし

年金管理者、
年金管理者
が指定され
ていない場
合は親族

すみやかに
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

重度心身障害者
医療費の助成を
受けていた 

重度心身障害者
医療費助成受給
者証の返却及び、
資格喪失届、相
続人指定届、口
座振替（銀行振
込）の手続き

□ �亡くなられた
方の重度心身
障害者医療費
助成受給者証

□ �未請求分の医
療費領収書

□ �未請求分があ
る場合は相続
人の振込口座
のわかるもの

□ 印鑑

親族 すみやかに
社会福祉課
障がい支援
企画係
☎ 0254-
28-9223

福祉タクシー券
を利用していた

タクシー券の喪
失届と、未使用
分のタクシー券
の返却

□ �亡くなられた
方の未使用分
の 福 祉 タ ク
シー券

どなた
でも可 なし

人工透析等通院
費助成を利用し
ていた

人工透析等通院
費助成資格喪失
届の提出

□ �未請求分があ
る場合は相続
人の振込口座
のわかるもの

親族 すみやかに

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0254-
28-9251

児童通所施設を
利用していた 

通所受給者証の
通所給付決定保
護者の変更また
は返却 

□ 通所受給者証 どなた
でも可 なし

７．福祉（障がい）に関する手続き
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

障害福祉サー
ビスを利用し
ていた

障害福祉サー
ビス受給者証
の返却

□ �亡くなられた
方の障害福祉
サービス受給
者証

どなたでも
可 なし

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0254-
28-9251移 動 支 援 等

サービスを利
用していた

移 動 支 援 等
サービス事業
利用者証の支
給決定保護者
の変更または
返却

□ �亡くなられた
方の移動支援
等サービス事
業利用者証

どなたでも
可 なし

重度心身障害
者等紙おむつ
購入助成券を
利用していた

重度心身障害
者等紙おむつ
購入助成券の
終了届と紙お
むつ購入助成
券の返却

□ �亡くなられた
方の紙おむつ
購入助成券

紙おむつを
購入してい
たご家族等

すみやかに

社会福祉課
障がい支援
企画係
☎ 0254-
28-9223

NHK放送受信
料の免除を受
けていた

NHK放送受信
料免除事由消
滅届

□ 印鑑 ご家族等 すみやかに

有料道路ETC
割引を受けて
いた

障 害 者 割 引
ETC利用登録
削除依頼書

□ なし ご家族等 すみやかに
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

児童手当を
受給していた

受給者
変更
・

未支払
請求

□ �受給予定者（配偶
者の方など児童を
監護する方）名
義の通帳または
キャッシュカード

□ �受給予定者（配偶
者の方など児童を
監護する方）の本
人確認書類

□ �児童（児童手当支
給対象児童が２人
以上いる場合は、
一番年上の児童）
名義の通帳または
キャッシュカード

受給者が亡
くなられた
後、対象児
童を監護す
る方

受給者が亡く
なられた日の
翌日から数え
て 15日以内

こども課
子育て支援係
☎ 0254-
28-9232

児童扶養手当を
受給していた

受給者
死亡届
提出

□ �手続きを行う人の
本人確認書類

□ �受給者の死亡が確
認できる戸籍抄本
または死亡診断書
の写しが必要な場
合があります。

□ �児童扶養手当証書
□ �未払い分がある場

合は、請求者であ
る児童の振込口座
のわかるもの

児童または
親族など 14日以内

社会福祉課
ひとり親家庭
支援係
☎ 0254-
28-9222

※�亡くなられた方に 18才未満のお子様又は 20才未満で１～２級の障害があるお子様がいる
場合は、８ページもご覧ください。

８．子どもに関する手続き
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

子ども医療
費受給者証
を交付され
ていた

受給者証
の返納、
受給資格
内容等変
更届

□ �児童の子ども医
療費受給者証

□ �手続きを行う人
の本人確認書類

【受給者が亡くなら
れた場合】
□ �新たに児童が加

入した医療保険
の資格情報が確
認できるもの

【児童が亡くな
られた場合】
受給者、保護者
【受給者が亡く
なられた場合】
新しい受給者

できるだけ
すみやかに

こども課
子育て支援係
☎ 0254-
28-9232

ひとり親家
庭等医療費
助成受給者
証を交付さ
れていた

受給者証
の返納、
喪失届提
出

□ �亡くなれられた
方、及び対象児
童のひとり親家
庭等医療費助成
受給者証

□ �手続きを行う人
の本人確認書類

□ �対象児童の子ど
も医療費助成制
度への移行手続
きが必要な場合
は、対象児童の
医療保険証また
は医療保険の資
格情報が確認で
きるもの

【児童が亡くな
られた場合】
児童の保護者
【保護者が亡く
なられた場合】
ご家族の方

14日以内

社会福祉課
ひとり親家庭
支援係
☎ 0254-
28-9222
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

養育医療券
を交付され
ていた

養育医療券の
返納、受給者
変更届

□ �乳児の養育医
療券

□ �手続きを行う
人の本人確認
書類

【受給者が亡く
なられた場合】
□ �新たに乳児が

加入した医療
保険の資格情
報が確認でき
るもの

【乳児が亡くな
られた場合】
受給者、保護者
【受給者が亡く
なられた場合】
新しい受給者

できるだけ
すみやかに

こども課
子育て支援係
☎ 0254-
28-9232

子育て応援
カードを交
付されてい
た

子育て応援
カードの変更
届の提出、子
育て応援カー
ドの返却

□ �子育て応援
カード

□ �手続きを行う
人の本人確認
書類

児童の保護者、
同じ世帯の方

できるだけ
すみやかに

８．子どもに関する手続き

９．ペット（犬）に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

犬を飼って
いた

犬の
登録変更 なし どなたでも可

犬を譲り受けた
ときから 30 日
以内

環境衛生課
生活環境係
☎0254-28-9120
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

上下水道を使
用していた

名義変更また
は閉栓、世帯
人数の変更
（水道局での
み受付）

なし

どなたでも
可（親族も
しくは同居
人が望まし
い）

できるだけ
すみやかに

水道局料金センター
☎ 0254-23-7191

阿賀野市の給水区
域の方は阿賀野市
上下水道局営業係
☎ 0250-62-2159

相続放棄（水
道局でのみ受
付）

□ �相続放棄
手続書類
のコピー

相続放棄を
する人 なし

給水装置変更
届（水道局で
のみ受付）

□ �相続が証
明できる
もの（登
記の全部
事項証明
書など）

相続をする
人 なし

水道局　業務課
給水係
☎ 0254-23-7192

阿賀野市の給水区
域の方は阿賀野市
上下水道局維持係
☎ 0250-62-2684

下水道事業受
益者負担金を
納付中や支払
い猶予を受け
ている

受益者変更届
の提出（下水
道課でのみ受
付）

□ �新たに受
益者とな
られる方
の印鑑

どなたでも
可（親族も
しくは同居
人が望まし
い）

できるだけ
すみやかに

下水道課
業務係
☎ 0254-23-7178

し尿くみ取り
式のトイレを
使用していた

し尿くみ取り
の停止または
名義変更

なし

どなたでも
可（親族も
しくは同居
人が望まし
い）

できるだけ
すみやかに

環境衛生課
資源リサイクル係
☎ 0254-28-9115

10．上下水道に関する手続き
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該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

森林を所有
していた

森林の土地
の所有者届
出書の提出
（農林水産課
でのみ受付）

□ �相続登記完
了後の登記
事項証明書
または登記
完了証（写
しでも可）

森林の土地
を新たに取
得した人

森林の土地の
所有者となっ
た日から90日
以内

加治川庁舎１階
農林水産課
里山保全係
☎0254-33-3108

12．森林所有に関する手続き

11．建築物に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

中規模以上の
共同住宅等を
所有または管
理していた

建築物・建築設
備等の変更届
（建築課でのみ
受付）

□ �所有または
管理してい
た共同住宅
等の住所や
物件名がわ
かるもの

どなたでも可 すみやかに

建築課
建築審査係
☎ 0254-
26-3557

13．農業に関する手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

農地を所有
していた

農地相続の
届出

□ �相続登記完
了後の登記
完了証

どなたでも可
相続発生日か
らおおむね
10か月以内

加治川庁舎２階
農業委員会事務局
農地調整係
☎0254-33-3119
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14．その他の手続き

該当事項 手続き 持ち物 手続き
可能な人 期　限 問合せ先

市税等を口座
振替で納付し
ていた
（振替口座を
変更したい）

各金融
機関へ
口座振替
依頼書の
提出

□ �新発田市税等口
座振替依頼書兼
自動払込利用申
込書

□ �金融機関口座の
届出印

□ �市から送付され
た納税・納付通
知書

相続人等 なし

口座振替を行う
金融機関
※�口座振替依頼書の
配布は本庁・各支
所でも行っていま
すが、提出先は金
融機関です。

水道料金を口
座振替で納付
していた（阿
賀野市給水区
域）

□ �阿賀野市水道料
金・下水道使用
料預金口座振替
依頼書

□ �金融機関口座の
届出印

どなた
でも可 なし

阿賀野市上下水道局
営業係
☎ 0250-62-2159
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主な手続きの内容 手続き窓口 電話番号

運転免許証の返還

新発田警察署交通課
　新発田市中央町 4-2-4 ☎ 0254-23-0110

新潟県運転免許センター
　北蒲原郡聖籠町東港 7-1-1 ☎ 025-256-1212

軽四輪自動車・軽三輪自動車の
名義変更または廃車

軽自動車検査協会新潟主管事務所
　�新潟市江南区亀田早通字川根
2940番地

☎ 050-3816-1850

軽二輪車（125cc を超え 250cc
以下のバイク）・二輪の小型自動車
（250ccを超えるバイク）・農耕用
小型特殊自動車（新99・新潟99
ナンバー）・普通自動車の名義変更
または廃車

北陸信越運輸局　新潟運輸支局
　新潟市中央区東出来島 14-26 ☎ 050-5540-2040

自動車税（種別割）の納付・還付 新潟県新発田地域振興局県税部
　新発田市豊町 3-3-2 ☎ 0254-26-9123

所得税・相続税等 新発田税務署
　新発田市諏訪町 1-12-24 ☎ 0254-22-3161

不動産登記・法定相続情報証明制
度

新潟地方法務局新発田支局
　新発田市新富町 1-1-20 ☎ 0254-24-7101

農業者年金 JA北新潟本店
　新発田市島潟 1184-1　 ☎ 0254-26-2600

少し落ち着いてから行う市役所外での手続きチェックリスト
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主な手続きの内容 手続き窓口 電話番号

土地改良区組合員変更、
賦課金口座振替

豊浦郷土地改良区
　新発田市乙次 281-2 ☎ 0254-24-4145

加治郷土地改良区
　新発田市上今泉 5-4 ☎ 0254-22-3205

新発田土地改良区
　新発田市小舟町 2-3-9 ☎ 0254-22-5022

川東土地改良区
　新発田市石喜 180 ☎ 0254-25-2019

五十公野土地改良区
　新発田市五十公野 1584 ☎ 0254-22-2789
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庁 舎 位 置 図

ヨリネスしばた
（新発田市役所本庁舎）

〒957-8686
新発田市中央町３丁目３番３号

 ☎0254-22-3030

県立新発田病院
県立リウマチ
センター

●

●

●
●

●
至
新
潟 ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

P
P●

第四北越銀行
新発田支店

至阿賀野 至西新発田駅・中浦駅

イクネス
しばた

下越総合
健康開発センター

ボランティアセンター

羽
越
本
線健康長寿アクティブ

交流センターきやり館

至島潟・R7 至
加
治
駅

セブンイレブン

カルチャーセンター

年金事務所法務局

あおり館 ★

PP

生涯学習
センター

市
役
所

別
館

新発田
郵便局

歴史図書館市民
文化会館 ●

裁判所

検察庁
警察署

●セブン
イレブン

ヨリネスしばた
（本庁舎）

新
発
田
駅

●

290

290

豊浦支所
〒959-2323

新発田市乙次281番地２
 ☎0254-22-6776

紫雲寺支所
（健康プラザしうんじ内）

〒957-0232
新発田市真野原外3331番地５

 ☎0254-41-3112

加治川支所
〒959-2415

新発田市住田510番地
☎0254-33-3102

●ファミリーマート
●しばた

商工会 ●

豊浦郵便局

JA北新潟
豊浦支店

●

●豊浦地区
公民館●
豊浦中学校

至新発田駅

至中浦駅至阿賀野 至月岡

羽
越
本
線★

460

豊浦支所

●
●

新
潟
新
発
田
村
上
線

至村上
新発田紫雲寺線至

藤
塚
浜

紫雲寺
小学校 紫雲寺

公民館

至新潟

★ 紫雲寺
保育園

紫雲寺
中学校

●

●

紫雲寺支所
●

● ★ ●

羽
越
本
線

至胎内至金塚駅

道の駅 加治川

NOSAI新潟
下越支所

加治川
中学校至

稲
荷

至加治駅 至新発田市街

至
箱
岩

加治川地区
　公民館

●

7

加治川支所

28



※コピーしてお使いください

委　　任　　状

（請求先）

新発田市長

委任者（依頼する人）

代理人（窓口に行く人）

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生年月日　　（明・大・昭・平）　　　　年　　　月　　　日

生年月日　　（明・大・昭・平）　　　　年　　　月　　　日

　私は下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。

　必要な番号を○でかこんでください。また、５の場合は（　）内に委任行為を記入してくだ
さい。

　1　住民票（除票）を請求及び受領すること
　2　戸籍（除籍・原戸籍）を請求及び受領すること
　3　戸籍の附票を請求及び受領すること
　4　世帯主変更の届出に関すること
　5　（　　　　　　　　　　　　　　）を請求及び受領すること

※必ず、委任者本人が全文自筆で記入してください。委任状に不備があると申請できない場 
合がございますのでご注意ください。

令和　　　年　　　月　　　日

29
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〈  新 潟 県 知 事 免 許 （ 1 4 ） 第 1 3 4 0 号 / 首 都 圏 不 動 産 公 正 取 引 協 議 会 加 盟 / （ 公 社 ） 新 潟 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会  〉

地 域 と 共 に 8 0 年

こ れ か ら も 感 謝 と 信 頼 を 礎 に
「 明 る い 未 来 」 に 貢  献 し 続 け ま す 〒 9 5 7- 0 0 5 1 新 発 田 市 城 北 町 2 丁 目 1 0 番 2 0 号

T E L. 0 2 5 4 - 2 2 - 3 2 6 1

住 ま い に 関 す る こ と は 、 な ん で も ご 相 談 く だ さ い ！

街 を つ く る 笑 顔 を つ く る 明 日 を つ く る 。
1 9 4 6 年 創 業 （ 昭 和 2 1 年 ） 創 業 8 0 周 年8 0

不 動 産 事 業 ／ 土 地 開 発 事 業 ／ 施 設 運 営 ／ 管 理 ／ 保 険 事 業不 動 産 事 業 ／ 土 地 開 発 事 業 ／ 施 設 運 営 ／ 管 理 ／ 保 険 事 業

未 来 の 都 市 を 創 造 す る 。未 来 の 都 市 を 創 造 す る 。

株 式 会 社  新 栄 地 所
〒 9 5 7 - 0 0 5 5 新 発 田 市 諏 訪 町 1 - 2 - 1 1 　 T E L. 0 2 5 4 - 2 6 - 5 6 1 1

保 険 事 業 部 【 中 央 営 業 所 】
〒 9 5 7 - 0 0 5 3 新 発 田 市 中 央 町  3 - 2 - 2 2 松 縁 館 ビ ル  2 F
T E L. 0 2 5 4 - 2 8 - 7 6 4 0

土 地 や 建 物 に つ い て

な  ん  で  も  ご  相  談  く  だ  さ  い ！

〈 新 潟 県 知 事 免 許 （ 2 ） 第 5 2 1 1 号 / 首 都 圏 不 動 産 公 正 取 引 協 議 会 加 盟 / （ 公 社 ） 新 潟 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会 〉

活  か  せ  ば  財  産  。 眠  ら  せ  れ  ば  負  担  。 土  地  建  物  を  売  る  な  ら

株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社 k o u w a- f u d o u s a nk o u w a- f u d o u s a nk o u w a- f u d o u s a n

髙 和 不 動 産
株 式 会 社 k o u w a- f u d o u s a n

髙 和 不 動 産
免 許 証 番 号  新 潟 県 知 事 （ １ ） 第 5 7 8 4 号 　 （ 公 社 ） 新 潟 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会 会 員

〒 9 5 7- 0 0 5 1 新 発 田 市 城 北 町 1 丁 目 1 0 番 1 5 号  芝 ハ イ ツ 1 0 1

☎  0 2 5 4 - 2 8 - 8 3 0 3　 f a x 0 2 5 4 - 2 8 - 8 4 0 3 　 携 帯  0 9 0 - 3 3 1 4 - 0 8 4 6
M ail 　 k o u w a @i c s p.j pM ail 　 k o u w a @i c s p.j p

樹 木 葬 楪
ゆ ず り は

や す ら ぎ の 会

■ お 問 合 せ ・ お 申 し 込 み は

樹 木 葬 ・ 永 代 供 養 墓
　 募 集 ・ 販 売 ・ 運 営 （ 株 ） マ ル フ ヂ 葬 祭

1 0 0 年 ～ 安 心 の ご 葬 儀 ＜ 明 治 ・ 大 正 ・ 昭 和 ・ 平 成 ・ 令 和 ＞
新 発 田 市 大 手 町 ２ ー ７ ー 1 0 （ 新 発 田 城 傍 / 西 高 校 前 ）

℡ （ 0 2 5 4 ） 2 2 - 2 8 8 2
宗 竜 寺 墓 地 聖 籠 町 蓮 潟 二 ツ 山 乙 8 4 5

聖 籠 町 蓮 潟 2 4 9 2曽 根 建 株 式 会 社墓 地 管 理

し ば う ま 本 舗

聖 籠 病 院

P L A N T 4

蓮 野 I C

聖 籠 I C

聖 籠 新 発 田 I C

新 発 田 I C

に し か た
歯 科

日 本 海 東 北 道

コ メ リ パ ワ ー

蓮 潟
公 会 堂

曽 根 建 （ 株 ）

せ い ろ う
幼 稚 園

せ い ろ う ド ッ グ ス ク ー ル

至 村 上至 新 潟

至 新 潟

蓮 野

大 夫

舟 入

7

7

宗 竜 寺 墓 苑

樹 木 葬 楪 ゆ ず り は

Ｐ 2 0 台

（ 聖 籠 町 蓮 潟 せ い ろ う 幼 稚 園 付 近 ： 宗 竜 寺 墓 苑 内 ）

● 新 新 バ イ パ ス 蓮 野 イ ン タ ー か ら 車 で ５ 分 、 新 発 田 市 街 か ら 車 で 1 0 分 位 な の で
お 参 り に 行 き や す い 場 所 で す 。

● 宗 教 宗 派 は 問 い ま せ ん の で 、 ど な た 様 も 安 心 し て ご 利 用 い た だ け ま す 。
● 年 会 費 や 護 持 会 費 ・ 管 理 費 も か か り ま せ ん の で 追 加 費 用 が な く ご 家 族 に 迷 惑

が か か り ま せ ん 。

● 永 代 供 養 な の で 後 継 者 の 心 配 が あ り ま せ ん 。

個 別 埋 葬 型
【 楪 ゆ ず り は 】

合 祀 埋 葬 型
【 や す ら ぎ の 塔 】

1 名 様 5 万 円
（ 税 込  5 5, 0 0 0  円 ）

1 名 様 1 7 万 円
（ 税 込  1 8 7, 0 0 0  円 ）

信 頼 と 実 績 1 1 5 年 ㈱ マ ル フ ヂ 葬 祭 の 樹 木 葬
宗 教 宗 派 不 問 後 継 者 不 要 管 理 費 不 要

護 持 会 費 不 要 生 前 契 約 可



新 発 田 市 の 方

不 動 産 に 関 す る
「 ど う し よ う 」 を

空 き 家 を お 持 ち の 方 、 空 き 家 を 利 用 し た い 方 。
空 き 家 の こ と 、 一 緒 に 考 え て み ま せ ん か ？

無 料 相 談 随 時 受 付 中 ！
1 週 間 前 ま で に 事 前 予 約 を お 願 い し ま す 。

相 談
無 料

秘 密
厳 守

空 き 家 の 魅 力 を 高 め る た め の ア ド バ イ ス や 企 画 の 提 案 、 相 続 の 手 続 き や 空 き 家 の

処 分 に つ い て の 相 談 会 を 行 い ま す 。 そ の 他 「 空 き 家 を 所 有 す る 方 」 と 「 空 き 家 を

購 入 さ れ た い 方 」 と の マ ッ チ ン グ に 向 け て 新 発 田 市 「 空 き 家 バ ン ク 」 等 の 支 援 に

つ い て も ご 紹 介 し ま す 。

公 益 社 団 法 人

新 潟 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会 下 越 事 業 所 （ 新 発 田 支 部 ）
〒 9 5 7- 0 0 5 3 　 新 発 田 市 中 央 町 3 丁 目 2 番 2 2 号 松 緑 館 ビ ル 2 階 （ ヨ リ ネ ス 新 発 田 向 か い ）

解 決 ！
空 き 家 ・ 空 き 地 を

売 り た い

所 有 不 動 産 を
貸 し た い

相 続 し た が

ど う す れ ば い い か
わ か ら な い

ア パ ー ト ・

マ ン シ ョ ン を
借 り た い

売 却 な ど
処 分 に つ い て

知 り た い

お 問 い 合 わ せ T E L ： 0 2 5 4- 2 2- 1 2 2 0 　 F A X ： 0 2 5 4- 2 3- 2 2 1 9 E  メ ー ル t a k k e n s @t o p a z. o c n. n e.j p

常 設 相 談 所 開 設 し ま し た



令  和  ６  年  ４ 月 １ 日  か  ら

相 続 登 記 の 申 請 が 義 務 化 さ れ ま し た !

司 法 書 士 法 人

三 宅 國 澤 事 務 所 へ ！

の こ と な ら

司 法 書 士 法 人

三 宅 國 澤 事 務 所
新  発  田 市 中  央  町 ５ 丁 目 ８ 番 １ 号

営  業  時  間 ： 平  日 8 ： 3 0  ～ 1 7 ： 1 5
（ 事 前 予 約 で 営 業 時 間 外 も 対 応 可 能 ）

h t t p s: / / w w w. mi y a k e- s hi h o u. c o m

何 か ら
手 を つ け て
い い の か

わ か ら な い

新 発 田 市 役 所

郵 便 局

B A N K

コ ン ビ ニ

外 ヶ 輪 小 学 校

新 発 田 城

司 法 書 士 法 人

三 宅 國 澤 事 務 所

相 続 遺 言 不 動 産

専 門 家 と し て の 豊 富 な 知 識 と 経 験

事 務 所 内 に K C J 不 動 産 株 式 会 社 を 併 設

新 発 田 市 役 所 か ら 徒 歩 圏 内 ＆ 駐 車 場 完 備

相 続 人
が わ か ら な い

相 続 放 棄
を し た い

不 動 産 の

名 義 変 更
を し た い



〒 9 5 7 - 0 0 5 6  新 潟 県 新 発 田 市 大 栄 町 2 丁 目 7 番 7 号

T E L（ 0 2 5 4 ）2 2 - 3 4 9 7 　 F A X （ 0 2 5 4 ）2 6 - 5 2 0 2

節 税 対 策 か ら 相 続 申 告 ま で 、

お  心 に 寄 り 添 い な が ら

サ ポ ー ト さ せ て い た だ き ま す 。

ま ず は 、 お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い

htt p s: / / w w w.t k c nf. c o m / o n o d er a

清 田 康 之

司 法 書 士 事 務 所

〒 9 5 7- 0 0 1 8 新 潟 県 新 発 田 市 緑 町 3 丁 目 5 番 1 4 号

T E L 0 2 5 4‐（ 2 0 ）‐ 7 0 2 1 　 F A X 0 2 5 4‐（ 2 0 ）‐ 7 0 2 2

（ 簡 易 裁 判 所 代 理 権 認 定 番 号 第 7 0 1 1 3 4 ）

不 動 産 の 売 買 、 相 続 の 登 記 手 続 ・ 会 社 設 立 の 登 記 手 続

成  年  後  見 ・ 裁  判  書  類  等  作  成 ・ 簡  裁  代  理  業  務

司 法 書 士 清 田 康 之



▼ マ ッ プ は
こ ち ら か ら

お 家 ま る ご と 、 ス ッ キ リ 解 決 ! 見 積
無 料

株 式 会 社

新 発 田 廃 棄 物 セ ン タ ー
新  発  田  市  城  北  町 ２ 丁 目 1 2 番 1 8 号

新 発 田 市 一 般 廃 棄 物 処 理 許 可 業 者

T E L （ 0 2 5 4 ） 2 3 - 5 5 3 3

美 し い 街 づ く り

空 き 家 の 整 理

片 付 け ゴ ミ 粗 大 ゴ ミ 家 電 回 収

遺 品 整 理

■ 本 社
〒 9 5 7 -0 0 3 2

新 潟 県 新 発 田 市 八 幡 新 田 4 1 6

T E L. 0 2 5 4 -2 2 -7 0 1 0

■ 再 資 源 化 工 場
〒 9  5 9 - 2 4 4 4

新 潟 県 新 発 田 市 新 保 小 路 8 8 8

T E L. 0 2 5 4 - 2 0 - 3 6 6 6



亀 田 行 政 書 士 事 務 所亀 田 行 政 書 士 事 務 所
〒 9 5 7 - 0 0 5 6 新 潟 県 新 発 田 市 大 栄 町 ５ 丁 目 ４ 番 １ ７ 号

T E L 0 2 5 4 ‐ 2 3‐ 5 4 1 9 　 F A X 0 2 5 4‐ 2 8‐ 7 0 1 9

行 政 書 士 亀 田 正 子

‒ 行 政 書 士 の 徽 章 （ コ ス モ ス ） は 、「 調 和 と 真 心 」 を 表 し て い ま す 。 ‒

相 続 に 関 す る お 手 続 き に つ い て 、 ご 相 談 を 承 り ま す 。 登 録 番 号 0 4 1 8 1 8 6 4

営 業 時 間 9 ： 0 0  ～  2 1 ： 0 0

年 中 無 休 ・ 出 張 い た し ま す 。

H P ： h t t p s: / / m a s hi k o- o ffi c e. n e t /

個 人 ・ 法 人 の 困 り ご と 相 談 所

行 政 書 士

猿 子 公 司
ま し   こ 　   た か   し

ま し こ 事 務 所
行 政 書 士

書 類 作 成 ・ 提 出 の 代 行

書 類 作 成 に 関 す る 相 談

遺 産 相 続 手 続 　 遺 言 書 ・ 契 約 書

建 設 業 許 可 　 成 年 後 見 　 会 社 設 立

新 発 田 市 東 新 町  2  丁 目  3  番  2 8  号

0 1 2 0- 4 8 1 -7 9 7
し ん ぱ い な く な る

〒 9 5 7 -0 0 5 3 新 発 田 市 中 央 町 5 丁 目 8- 3 

●  会 社 設 立 、 役 員 変 更  等 　 ●  所 有 権 移 転 登 記 （ 相 続 、 売 買 、 贈 与  等 ）

― ―  以 上 の 登 記 な ど ご 相 談 く だ さ い  ― ―

T E L ： 0 2 5 4 -2 2 -2 3 8 9 　 F A X： 0 2 5 4 -2 2 -2 3 8 8

司 法 書 士 井 上 雅 事 務 所

〒 9 5 7- 0 0 5 2 新 発 田 市 大 手 町 1 丁 目 6 番 1 3 号

T E L   0 2 5 4 ‐2 2 ‐3 0 2 6  　 F A X   0 2 5 4 ‐2 2 ‐5 1 8 6

相  続  税 ・ 贈  与  税  な  ど  の  ご  相  談  を  承  っ て  お  り ま  す

須 藤 利 昭 税 理 士 事 務 所



お 葬 式 の あ と の 問 題 も

マ ル フ ヂ に お ま か せ く だ さ い ！

 お 仏 壇 の 問 題

お 墓 の 問 題

遺 品 整 理 ・ 家 財 整 理

家 ／ 土 地 の 売 却 ・ 処 分マ ル フ ヂ 葬 祭
明 治 ・ 大  正 ・ 昭  和 ・ 平  成 ・ 令  和

真 心 葬 儀 の

大 手 町 式 場  マ ル フ ヂ 会 館 本 館 ･ 新 館 　 緑 町 式 場  ア ー ト ホ ー ル 桜 ･ 桜 浪 漫
本 社 ／ 新 発 田 市 大 手 町  2 （ 西 高 校 前 ・ 自 衛 隊 傍 ）

2 4 時 間 年 中 無 休

安 心 家 族 葬
ご 葬 儀 を ご 希 望 の

内 容 と 費 用 で

施 行 い た し ま す

事 前 相 談 の 方 は そ の 入 会 金 1 0 ,0 0 0 円 を サ ー ビ ス事 前 相 談

会 員 募 集 中 入 会 金 1 万 円 だ け 積 立 ･ 年 会 費 不 要

直 葬 プ ラ ン

（ 税 込 1 9 8, 0 0 0 円 ）

総 額 1 8 . 0万 円 ～

ま た は

0 1 2 0- 0 2 8- 0 7 4
マ ル フ ヂ は 大 き な 信 頼

T E L :0 2 5 4- 2 2- 2 8 8 2

ト ー タ ル
サ ポ ー ト
い  た し ま す

比 べ て

く だ さ い

株 式 会 社  ラ イ フ サ ポ ー ト 北 新 潟  新 発 田 葬 祭 セ ン タ ー

北 新 潟 グ ル ー プ J A 葬 祭 お  近 く の  各  ホ  ー  ル に い  つ  で も ご  相  談 く だ さ い  。

住 所 ： 新 発 田 市 館 野 小 路 1 4 1- 1 住 所 ： 新 発 田 市 諏 訪 町 1 丁 目 1 1- 1 1 

虹 の ホ ー ル

し ば た
虹 の ホ ー ル

し ば た 東

２ ４  時 間

3 6 5 日

0 1 2 0 -2 1 - 5 8 0 0フ リ ー  ダ イ ヤ ル



〒 9 5 7- 0 0 0 0  新 潟 県 新 発 田 市 富 塚 1 4 1 9

島 津 印 刷 株 式 会 社

編 集 か ら デ ザ イ ン ま で 、  経 験 豊 富 な ス タ  ッ フ のサ ポ ー ト を 受 け な が ら 作 れ ま す

!

あ な た の「
本
」作 り を

お 手 伝 いあ な た の「
本
」作 り を

お 手 伝 い

思 い 出 の

写 真 や 記 録 を

ま と め た い

自 分 の

体 験 や 想 い を

残 し た い

お 問 い 合 わ せ

こ ち ら の Q R コ ー ド か ら 専 用 の ホ ー ム

ペ ー ジ に 繋 が り ま す 。

ご 質 問 や ご 相 談 に 対 し 、 弊 社 ス タ ッ フ か ら

折 り 返 し ご 連 絡 い た し ま す の で 、 お 気 軽

に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

□   ど  の  よ  う  な  本  を  つ く り た  い  で  す  か  。

□ 原 稿 は 手 書 き で す か 。 ワ ー ド な ど の デ ー タ で す か 。

□   ど  の  く ら  い  の  ボ リ ュ ー  ム  を  お  考  え  で  す  か  。

□  い  つ ご ろ ま で に ほ し い で す か  。

□ ご 予 算 に つ い て 。

●  お 打 ち 合 わ せ し た い こ と ●

作 品 集 や

句 集 な ど を 作 り 、

お 友 達 に

配 り た い

T E L. 0 2 5 4 - 27 -2 1 0 1



多 数

有 資 格 者

霊 園 、 墓 地 の
ご  案  内 も い た し ま す  。墓 じ ま い ご 相  談  く だ  さ  い ！

福 宝
「
安 心 サ ー ビ ス

」

※‌ ‌デ  ザ  イ  ン  等  に  よ  り 、

一 部 取 り 付 け 不 可 の

場  合  が あ り ま す 。

　 ご 了 承 く だ さ い 。

充 実 し た 標 準 施 工

掲 載 は 一 部 で す 。

詳 細 は

W e b で ！

D C

B

A

E

F
G

C 各 部 材 に 穴 を 開

け  、3 . 5  寸  に  カ  ッ  ト

し た ス テ ン レ ス 棒

で ジ ョ イ ン ト し ま す  。

D 地 震 ゲ ル に 追 加

す る こ と に よ り 、

さ ら な る 効 果 が 期

待 で き ま す 。

墓 石 の 外 観 を 損 な わ な い 円

形 の 石 フ タ の 中 に ス テ ン レ

ス 製 の 通 気 孔 を 取 り 付 け ま

す 。 密 閉 し た 納 骨 堂 内 に 2 方

向 の 通 気 孔 で 新 鮮 な 空 気 の

流 れ を つ く り 、 結 露 の 発 生

を 抑 え ら れ ま す 。特 許 4 7 3 0 9 7 8 号
特 許 4 6 0 6 5 1 6 号
特 許 5 5 4 2 5 8 1 号

特 許
取 得

香 炉 内 部 に 通 気 穴 加 工 。 「 墓

石 の 通 気 孔 構 造 」 の 考 案 を 取

得 し ま し た 。

実 用 新 案

取 得

A 墓 石 用 地 震 ゲ ル “  泰 震 ”

阪 神 大 震 災 （ 震 度 ７ ク ラ ス ） の 揺 れ よ り さ

ら に 強 い 1 6 5 ％ の 振 動 実 験 を 行 い 科 学 的

に 検 証 。 ※ 京 都 大 学 防 災 研 究 所 に て 実 証

長 期 間 の 耐 久 性 を 実 現

「 シ リ コ ン ゲ ル 」 は − 6 0 ℃ 〜 1 5 0 ℃ の 温 度

範 囲 に お い て 特

性 の 変 化 が 少 な

く 、 夏 は 炎 天

下 ・ 冬 は 風 雪 に

さ ら さ れ る 墓 石

に 最 適 で す 。

墓 石 用 地 震 ゲ ル

泰
タ イ

震
シ ン

R
T A I S H I N

B 空 気 循 環 シ ス テ ム “  想 風 ” C ス テ ン レ ス 棒
D 耐 震 コ ー キ ン グ

C

D

F Ｌ 型  モ ノ コ ッ ク 金  具
G ト ル コ ン ア ン カ ー ボ ル ト

コ ー ナ ー 部 の ス

プ ー ン 形 状 と ア

ン カ ー ボ ル ト が

強 度 を 向 上 さ せ

ま す 。

F

G

実 用 新 案 ‌第 3 2 0 7 5 8 8 号

一 級 石 材 技 能 士  在 籍 者 数 ７ 名
お 見 積 り 無 料 お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い

ク リ ー ニ ン グ 前

ク リ ー ニ ン グ 後

お 墓 の

ク リ ー ニ ン グ
墓 石 の 黒 ず み 、 コ ケ 、 白 華 な ど を

取 り 除 き 、 目 地 直 し 、 ス ミ 入 れ な ど

大 切 な お 墓 を よ み が え ら せ ま す 。

※� コ ー テ ィ ン グ 加 工 の 取 り 扱 い も

　 ご ざ い ま す の で 、 ご 相 談 く だ さ い 。

お 墓 の

リ フ ォ ー ム
⚫ �彫 っ た 文 字 が 見 え に く い 。

⚫ �香 炉 ・ 花 立 が 古 く な っ た の で

　 直 し た い 。

⚫ �お 墓 が 傾 い て い る の を 直 し た い 。

⚫ �外 柵 や 塔 婆 立 を 追 加 し て 立 派 に

し た い 。

※ 後 付 け の 耐 震 施 工 も ご ざ い ま す 。

リ フ ォ ー ム 後

リ フ ォ ー ム 前 こ ん な
時 に …

木 地 彫 り 塗 り 蒔 絵 金 具

仏 壇 の お 洗 濯 ・ 塗 替
古 く な っ た お 仏 壇 が 、

新 品 同 様 に 生 ま れ 変 わ り ま す

お 洗 濯
塗 替 前

お 洗 濯
塗 替 後

お 見 積 り 無 料

三  百  年  の  技 を  今  に  伝 え る

６ 名伝 統 工 芸 士  在 籍 者 数

納 骨 口 に 蓋 を 設 け る こ と に

よ り 確 か な

防 水 性 、 害 虫

等 の 侵 入 を

防 ぎ ま す 。

E 納 骨 防 水 壁

本 間 医 院 様

↑ 村 上 方 面今 泉 川

新 潟 方 面 ↓

虹 の ホ ー ル し ば た

館 野 小 路加 治 駅

加 治 駅 前
郵 便 局

J A 北 越 後
加 治 支 店

龍 雲 寺

７

館 野 小 路

上 今 泉

下 今 泉

新 発 田 店
新 発 田 市 小 舟 町  1- 1 1- 1

年 中 無 休 　 営 業 時 間 9 ：0 0 ～ 1 8 ：3 0

ホ ー ム ペ ー ジお 申 し 込 み ・ お 問 い 合 わ せ

☎（ 0 2 5 4 ）2 6 - 3 4 5 5





新 発 田 市  

お く や  み  ハ  ン ド ブ ッ ク

2 0 2 6 年 ４ 月 発 行

■  内  容 ・ お  手  続  き  に  関  す  る  お  問  合  せ  は  …

監 修 ： 新 発 田 市 役 所 市 民 生 活 課
お く や み 総 合 窓 口

住 所 ： 〒 9 5 7- 8 6 8 6 　 新  潟 県 新  発 田 市 中 央 町 ３ 丁 目 ３ 番 ３ 号

　 電 話 番 号 ： 0 2 5 4- 2 2- 3 0 3 0

■  掲  載  広 告 に 関 す る お 問  合  せ は …

発 行 ・ 印 刷 ： 島 津 印 刷 株 式 会 社

住 所 ： 〒 9 5 7- 0 0 0 0 　 新 潟 県 新 発 田 市 富 塚 1 4 1 9

電 話 番 号 ： 0 2 5 4- 2 7- 2 1 0 1
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